
 

平成２７年度 第８回庁議要旨 

 

日時：平成２７年７月１７日（金） 

午前９時～ 

会場：庁議室 

 

[審議事項] 

１ 石巻市事業復興型雇用創出事業の拡充等について（産業部） 

  東日本大震災の被災地域における、安定的な雇用と地域の中核となる産業や経済の活性

化に資する雇用を新たに創出することを目的とし、国の実施要領に基づき平成２５年度か

ら事業を実施している。 

  今般、国の実施要領の一部改正に伴い、平成２６年度までの対象者に対応するため現行

の交付要綱を一部改正するとともに、平成２７年度新規申請者を対象とする新たな交付要

綱を制定する。さらに、移転費型の交付要綱を制定し、雇用の安定と人手不足の改善を図

る。 

 (1) 主な内容 

   ア 現交付要綱の一部改正の概要 

対象労働者の雇入期間、平成２３年１１月２１日から平成２８年３月３１日まで 

     〈改正〉⇒平成２３年１１月２１日から平成２７年５月３１日まで 

イ 新交付要綱の概要 

① 適用地域、「被災三県（岩手県、宮城県及び福島県）」 

② 対象労働者の雇入期間、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

③ 助成対象期間、平成３１年３月３１日まで 

④ 事業主に対する交付上限額、２千万円 

 

ウ 移転費型交付要綱の概要 

市が認定する対象産業政策を実施する事業主であって、県外からの求職者の雇用

に係る移転費を負担した事業主に対し、雇用者１名当たり最大３０万円を助成する。

交付上限額は３００万円。 

    ① 対象事業所 平成２８年３月３１日までに対象産業施策を実施した事業所 

    ② 対象労働者 県外に居住し平成２７年４月１日以降に内定を受け雇用された者 

    ③ 対 象 経 費 対象事業所に移転した場合に要した経費（交通費、宿泊費、転居

費）のうち事業主負担分 

 (2) 今後の予定 

   ・ 石巻市事業復興型雇用創出助成金交付要綱の一部改正：平成２７年８月上旬 

・ 石巻市事業復興型雇用創出助成金（新型）交付要綱制定：平成２７年８月上旬 

・ 石巻市事業復興型雇用創出助成金（移転費）交付要綱制定：平成２７年８月上旬 

・ 対象事業主への周知：平成２７年８月上旬 

・ 改正及び制定後の事業の実施：平成２７年９月上旬から受付開始 

 

 



 

[報告事項] 

１ 石巻市稲井支所の供用開始について（総務部） 

  平成２６年２月に開始した稲井支所災害復旧建設工事は、平成２７年６月３０日をもっ

て終了し、同年７月２１日から完成した庁舎での支所業務を開始する。 

(1) 施設概要 

    石巻市稲井公民館敷地内に、公民館施設との複合施設として石巻市稲井支所を次のと

おり整備した。 

    《庁舎部分》 

鉄筋コンクリート造 ２階建（一部鉄骨造：共通ホール、風除室） 

延床面積 ３６６．８７㎡ （従前 ８３７．９７㎡） 

    《倉庫》施設北側 

      鉄骨造 平屋建 延床面積 ４０．００㎡ 

      施設の位置：石巻市新栄一丁目２５番地７ 

 (2) 今後の予定 

   ・ 平成２７年７月１８日  工事完了に伴う、引越し等（予定） 

・ 平成２７年７月２１日  稲井支所供用開始（予定） 

 

２ 石巻市新町名検討委員会の設置について（復興政策部・復興事業部） 

  被災者の速やかな生活基盤を形成するため、市内６地区において新市街地の土地区画整

理事業に着手する中、昨年１１月から宅地供給を順次開始しており、早い地区では来年度

に換地処分を予定している。 

本事業の完了に向けて新町名設定が必要であるため、広く市民から意見を聴取するとと

もに、その新町名の候補を選定するため、庁内に新町名検討委員会を設置する。 

 (1) 主な内容 

   ① 所掌事務        

新町名の募集及び選定要領に関すること。 

新町名の候補の選定に関すること。 

その他、新町名の選定に必要な事項に関すること。 

② 新町名選定の対象地区 

新蛇田地区、新渡波地区、新渡波西地区、あけぼの北地区、新蛇田南地区、新蛇田 

南第二地区 

③ 組  織  

委員長(副市長)、副委員長(復興事業部長)、 

委 員(復興政策部長、復興政策部次長、復興事業部次長) 

④ 石巻市新町名検討委員会設置要綱の施行 平成２７年７月７日 

 (2) 今後の予定 

   ・ 平成２７年７月下旬  新町名の一般公募を開始 ※全地区一斉公募 

・ 平成２７年９月上旬   第２回新町名検討委員会（新町名候補選定） 

   ・ 平成２７年１０月   庁議 

・ 平成２７年１２月   市議会定例会に上程 

 

 



 

３ Reborn-Art Festival 実行委員会の設立について（産業部） 

  牡鹿半島を主会場とし、地域資源の魅力を広くＰＲし、交流人口の増加による地域の活

性化の一助とすることを目的とし、「Reborn-Art Festival（リボーンアート・フェスティ

バル）」の開催に向け、実施主体となる「Reborn-Art Festival 実行委員会」が設立された

もの。 

 (1) 主な内容 

ア 実行委員会の構成員 

   ・ 名誉実行委員長  宮城県知事 

・ 実行委員長    石巻市長、一般社団法人 ap bank 代表理事 

・ 顧 問      東松島市長、松島市長、女川町長、株式会社アートフロント

ギャラリー代表取締役会長 

   ・ 委 員      石巻商工会議所、株式会社河北新報社、公益社団法人宮城県

芸術協会、一般社団法人石巻観光協会ほか１０名 

 

イ 実行委員会の役割 

   ・ Reborn-Art Festival の準備、開催等 

・ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

・ その他 Reborn-Art Festival の実施に必要な事業 

(2) 今後の予定 

・ 平成２８年夏          プレイベントの開催 

・ 平成２９年５～６月頃  本祭の開催（隔年実施等により、概ね１０年間程度の 

継続が予定されている） 

 

[その他] 

１ 第９２回石巻川開き祭りについて（産業部） 

  産業部より、開催に係る職員の協力について要請があった。 

 

２ 子育て応援サイト「子育てタウン」の開設について（福祉部） 

  福祉部より、標記サイトの開設について周知があった。 

以上  


